
２ 事業の概要・スキーム

１ 事業の目的

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」）といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成

支給額（１人当たり） 加算措置／加算額（１人当たり）

➀有期→正規： 57万円（ 42.75万円）

➁無期→正規：28.5万円（21.375万円）

➀有期→正規： 90万円 ( 67.5万円)

➁有期→無期： 45万円 ( 33万円)

➂無期→正規： 45万円 ( 33万円)

※( )は、大企業の場合の額。

➀３％以上５％未満： 5万円 ( 3.3万円）

➁５％以上 ：6.5万円 ( 4.3万円）

１事業所当たり 60万円 ( 45万円）

１事業所当たり 40万円 ( 30万円)

23.7万円 ( 17.8万円)

なお、３時間未満の延長であっても、以下のとおり、
助成を受けられる場合がある。

※令和６年９月末までの金額

■「職務評価」の手法の活用により実施 １事業所当たり 20万円（15万円）

正社員化コース

賃金規定等改定コース

キャリアアップ助成金

■人材開発支援助成金の訓練修了後

に正社員化

➀ 9.5万円（大企業も同額）

➁4.75万円（大企業も同額）

※自発的職業能力開発訓練または定額制訓練の

修了後に正社員化した場合の加算は、

➀11万円②5.5万円(大企業も同額)

■派遣労働者を派遣先で

正規雇用労働者として直接雇用

28.5万円（大企業も同額）

■母子家庭の母等又は父子家庭の父

➀ 9.5万円（大企業も同額）

➁4.75万円（大企業も同額）

■勤務地限定・職務限定・短時間正社員

制度を新たに規定

１事業所当たり9.5万円（7.125万円）

人への
投資

賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定

を３％以上増額改定し、その規定を適用

コース名／コース内容

正社員化コース

有期雇用労働者等を正社員化（※）

※多様な正社員（勤務地限定・職務限定・短時間正社員）を含む

障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換

賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との

共通の賃金規定等を新たに規定・適用

賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度

を導入し、支給又は積立てを実施

短時間労働者労働時間延長コース
有期雇用労働者等の週所定労働時間

を３時間以上延長し、社会保険を適用

※重度障害者の場合は、➀120万円(90万円)➁➂60万円（45万円）となる。

賞与・退職金制度導入コース

■同時に導入した場合 １事業所当たり 16.8万円（12.6万円）

➢ 正社員化後6か月間の賃金が正社員化前6か月間の賃金と

比較して３％以上増額していることが必要

１～２時間延長かつ10％以上昇給 5.8万円（4.3万円）
２～３時間延長かつ６％以上昇給 11.7万円（8.8万円）

※生産性の向上が認められる場合の加算については令和5年３月31日をもっ
て廃止します。

令和５年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。


